
 その他事業に応じて必要な協議事項が生じることがあります。詳細は、担当部署
にお問い合わせください。小規模開発等事業届出書に添付する図面に下記内容の位
置・規模等を示してください。

該当する
事業

遵守事項 担当部署 指導
基準

・単身者向け住戸の最低専用床面積は、25
平方メートル以上とすること。
・管理及び使用に当たり、基準第12条に掲
げる事項
・宅配ボックスの設置の推進

まちづくり推進課
03-3430-1305
machisuit01@city.komae.lg.jp

第
11
条
・
第
12
条

・事業区域内に廃棄物保管場所を設置する
こと。

清掃課
03-3488-5300
seigyokkr01@city.komae.lg.jp

・事業区域内に駐輪場を設置すること。
・事業区域に隣接する道路に側溝を整備す
ること。

道路交通課
03-3430-1310
kanrikkr01@city.komae.lg.jp

・事業区域内の緑化を図ること。
環境政策課
03-3430-1298
mizumidokkr01@city.komae.lg.jp

・下水道、排水設備及び雨水流出抑制施設
等に関すること（浸透ます、浸透トレン
チ）

下水道課
03-3430-1304
gesuikanrikkr@city.komae.lg.jp

・事業区域内に廃棄物保管場所を設置する
こと。

清掃課

第
12
条
の
２

・事業区域内に駐輪場を設置すること。
・事業区域に隣接する道路に側溝を整備す
ること。

道路交通課

・事業区域内の緑化を図ること。 環境政策課

・下水道、排水設備及び雨水流出抑制施設
等に関すること（浸透ます、浸透トレン
チ）

下水道課

・事業区域に隣接する道路に側溝を整備す
ること。

道路交通課
第
10
条
の
２

・事業区域内の緑化を図ること。 環境政策課

・下水道、排水設備及び雨水流出抑制施設
等に関すること（浸透ます、浸透トレン
チ）

下水道課

２ 小規模開発等事業の遵守事項


